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第12回 糸 魚 川 市 教 育 委 員 会 定 例 会 会 議 録 

                               

 

１ 日時    令和２年５月27日(水) 14時00分から 

 

２ 会場    糸魚川市役所 201.202会議室 

 

３ 出席委員  教育長      井川 賢一 

        委 員      永野 雅美 

        委 員      靏本 修一 

        委 員      谷口 一之 

委 員      塚田 京子 

      

４ 欠席委員  なし 

 

５ 委員以外の出席者 

        教育次長    磯野  茂 

        こども課    課 長 磯野  豊  課 長 補 佐 室橋 淳次  

                係 長 関澤  仁  

        こども教育課  課 長 冨永 浩文  参 事 小野  聡 

        生涯学習課   課 長 穂苅  真  課 長 補 佐 磯貝 恭子  

        文化振興課   課 長 伊藤章一郎  課 長 補 佐 伊藤 伸一 

        博物館     館 長 竹之内 耕 

        市民会館    係 長 榊  正喜 

        書記      こども課主査 佐藤 恵美 

                                     

６ 報  告 

     

報告第 19 号 各課・機関所管事項について 

 

７ 付議案件 

議案第 34 号 専決処分の報告について 

糸魚川市教育委員会事務局職員を市長部局職員に併任する

ことへの同意について 

 

議案第 

 

35 号 

 

 

専決処分の報告について 

糸魚川市学校運営協議会委員の委嘱について 
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議案第 36 号 専決処分の報告について 

糸魚川市学校運営協議会委員の委嘱の追加について 

 

議案第 37 号 専決処分の報告について 

糸魚川市立学校の学校薬剤師の委嘱の一部変更について 

 

議案第 

 

 

 

議案第 

 

 

 

議案第 

 

 

議案第 

 

議案第 

38 号 

 

 

 

39 号 

   

 

 

40 号 

 

 

41 号 

 

42 号 

糸魚川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運 

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定 

に関する意見の申出について 

 

糸魚川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 

を定める条例の一部を改正する条例の制定に関する意見 

の申出について 

 

令和２年度糸魚川市一般会計教育費等補正予算（第４号）

に関する意見の申出について 

 

教職員の処分について 

 

糸魚川市教育委員会職員の人事異動について 

   

 

８ 会議録署名委員の指名  １番  永野委員 

 

９ 傍聴者         ２人 

 

 

 

教育長 

 

靏本委員 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

  

これより第12回教育委員会定例会を開会する。 

 ５月20日付で再任された靏本委員から挨拶をお願いしたい。 

市長から、１期４年間の教育委員任命辞令を受け、自分に託され

た責務を改めて実感した。一貫教育やジオパーク学習の10年間の積

み上げが、新型コロナウイルス対応で一時中断となるも、市長は、

プラスに考え、新たな方向へ切り替える機会と捉えてほしいと話し

てくれた。５年、10年先を見据え、これからの糸魚川の教育につい

て、自分ができることを自分らしく、皆さんとスクラムを組み、取

り組んでいきたい。 

 

報告第19号各課・機関所管事項について、事務局の説明を求める。 

（資料に基づいて説明） 
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教育長 

靏本委員 

 

 

こども課管理係長 

 

 

 

 

 

靏本委員 

 

こども課長 

 

靏本委員 

 

 

 

 

こども教育課長 

 

 

 

 

 

 

靏本委員 

 

 

 

 

永野委員 

こども課 所管事項報告 

 こども教育課 所管事項報告 

 生涯学習課 所管事項報告 

 文化振興課 所管事項報告 

 図書館 所管事項報告 

 博物館 所管事項報告 

 市民会館 所管事項報告 

 

今ほどの説明について、ご質疑はないか。 

糸魚川中学校の防災監視盤更新工事について、防災監視盤とはど

んな役割があり、市内中学校や小学校にどの程度、普及しているか。

また、工事は教育活動に支障はないか。 

糸魚川中学校の防災監視盤は、平成８年の建設当初に設置された

もので、23年が経過し、老朽化に伴う入替えである。火災報知機な

どの防災機器を集中管理し、各学校の教務室等に設置されている。

工事は、８月下旬の夏休み中を予定しており、工期が120日間と長

いが、業者での製作期間も含まれており、据え付け自体は３、４日

で完了する。 

 このような機器は、ほかの市内小中学校も同様に、時期が来ると

更新が必要なのか。 

防災監視盤に限らず、学校施設設備は、耐用年数により計画的整

備が必要である。国の補助を利用しながら、計画的に実施する。 

 夏季授業の短縮はないと報告があったが、県教育委員会は、県内

学校での不足時数が平均87時間と発表している。当市の学校も時数

が不足するが、それをどのように解消するのか。また、新型コロナ

ウイルス感染の第２波やインフルエンザ等の大流行に備え、前倒し

で授業時数を確保すれば、年度末に余裕を持てるのではないか。 

 今年度の休校は４日間である。１日６時限であれば24時間の不足

となる。各校長からは、夏季休業を利用する補習は必要ないと回答

をもらった。小学校は、運動会を始めとする行事や、それに伴う準

備の時数を、授業に充てることができた。中学校は、校外大会の中

止等で、授業時数を補える。夏季休業は、子どもたちの能力差に応

じ、個別の指導で学習の習熟を図りたい。今後の状況に応じ、校長

会と相談しながら決定したい。 

 文部科学省が示す教科領域の時数は、最低限の時数である。時数

を増すことで、ゆとりを持ち指導ができる。また、秋から冬にかけ

て、インフルエンザ等の流行で授業時数が減少する事態に備え、夏

季休業を短縮し、子どもたちへ学習保障をしたほうが、より一層安

心して学校生活を送ることができる。 

 市内での感染はなく、今回の休校は４日間であったが、春休み前
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こども教育課長 

 

 

 

 

 

永野委員 

 

こども教育課参事 

 

 

谷口委員 

 

 

 

 

 

こども教育課長 

 

 

 

 

 

 

永野委員 

こども教育課参事 

 

塚田委員 

 

 

こども教育課長 

 

靏本委員 

 

 

 

こども教育課参事 

 

の休校時の学習保障はどうなっているか。理解しないまま進級し、

不安な子どもがいることを心配する。 

 昨年度末の休校時の未履修部分は、休校期間中に課題を出し、点

検することで補えたが、学習の習熟は、個人差があるため、個別の

指導が必要である。年度始めの授業も、去年の復習をしながらゆっ

くり進めている。今後も、新しい学習を進めながら、習熟を確認し、

個別の指導を行う。また、長期休業を利用し、習熟が十分でない子

どもたちに対応していきたい。 

 虐待やSNSでの問題が報道されているが、子どもたちの教育相談

等で問題になる案件はなかったか。 

 現在、子どもたちにアンケート調査を実施している。教育相談を

行いながら、子どもたちの心のケアをしたい。今のところ問題とな

る案件はない。 

 小学校での水泳授業が実施できるようで、良かった。低学年は積

み重ねが大切であり、１年間実施できない影響は大きい。授業時間

が減っても、工夫しながら、可能な限り実施してほしい。 

また、課外活動は、中学校で６月から実施のようだが、小学校の

水泳や陸上の課外活動も、大会等が中止となっても、市内校での親

善試合や交流できる場を考えてほしい。 

 中体連の大会は、８月までは行わない方針である。市や協会、地

区の中体連等の話し合いに応じ、練習試合の実施は、個別に検討す

るため、今後、中学校の校長会や中体連等と相談をしながら、実施

について考えていきたい。ある小学校では、運動会の応援の部分を、

パフォーマンス大会という形で実施したり、リレー大会を実施した

りするなど、子どもたちが活躍できる場を作り、自己肯定感を高め

られるように、各学校で工夫し、クラスの団結を図っている。 

 中学校の水泳授業の実施状況はどうか。 

 水泳授業実施には、バス移動が必要となり、密が避けられないた

め、今年度は中止とした。ほかのものに置き換え、授業を実施する。 

 行事が中止となり、子どもたちのモチベーションも下がってい

る。特に中学３年生は、修学旅行も延期されている。今後、修学旅

行やそれに代わる行事実施の計画はあるか。 

 中学３年生の修学旅行は、８月末から11月にかけて実施するよ

う、準備を進めている。 

 新型コロナウイルス感染防止の対応で消毒作業等を実施してい

るが、教職員の負担が大きく、本来の業務に影響している状況であ

れば、保護者やボランティアの応援体制を整えるなど、何らかの仕

組みづくりが必要ではないか。 

 各校、養護教諭を中心に、１日２回程度、消毒作業を行っている。

今後の状況により、教職員の負担軽減も考えていく必要がある。 
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靏本委員 

こども課長 

 

 

教育長 

 

委員 

 

教育長 

 

 

委員 

教育長 

 

 

 

委員 

 

教育長 

 

 

教育次長 

教育長 

委員 

教育長 

委員 

教育長 

 

 

教育長 

 

こども教育課長 

教育長 

委員 

教育長 

委員 

教育長 

 

 

教育長 

 保育園や幼稚園の状況はどうか。 

 送迎時に保護者も教室内へ入らず、玄関での引き渡し対応とした

り、消毒作業も実施しているが、保育士不足の問題もあるため、必

要があれば応援していきたい。 

今後も情報収集をしながら、対応していきたい。 

ほかにご意見はないか。 

（「なし」の声あり。） 

 

議案第40号、第41号及び追加議案の第42号については、予算並び

に人事にかかわる案件のため、非公開とする。これについてご異議

はないか。 

（「異議なし」の声あり。） 

 異議なしと認め、議案第40号、第41号、第42号は非公開とする。

また、非公開議案は順序を入れ替え、議案第39号の後、５次回開催

日、６その他を先に審議したい。 

これについてご異議はないか。 

（「異議なし」の声あり。） 

 

議案第34号専決処分の報告について、糸魚川市教育委員会事務局職

員を市長部局職員に併任することへの同意について、事務局の説明を

求める。 

（資料に基づいて説明） 

今ほどの説明について、ご質疑はないか。 

（「なし」の声あり。） 

採決に入る。議案第34号について、ご異議はないか。 

（「異議なし」の声あり。） 

異議なしと認め、承認する。 

原案のとおり承認 

 

議案第35号専決処分の報告について、糸魚川市学校運営協議会委員

の委嘱について、事務局の説明を求める。 

（資料に基づいて説明） 

今ほどの説明について、ご質疑はないか。 

（「なし」の声あり。） 

採決に入る。議案第35号について、ご異議はないか。 

（「異議なし」の声あり。） 

異議なしと認め、承認する。 

原案のとおり承認 

 

議案第36号専決処分の報告について、糸魚川市学校運営協議会委員
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こども教育課長 

教育長 

委員 

教育長 

委員 

教育長 

 

 

教育長 

 

こども教育課長 

教育長 

委員 

教育長 

委員 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

こども課長 

教育長 

委員 

教育長 

委員 

教育長 

 

 

教育長 

委員 

教育長 

 

 

教育次長 

 

の委嘱の追加について、事務局の説明を求める。 

（資料に基づいて説明） 

今ほどの説明について、ご質疑はないか。 

（「なし」の声あり。） 

採決に入る。議案第36号について、ご異議はないか。 

（「異議なし」の声あり。） 

異議なしと認め、承認する。 

原案のとおり承認 

 

議案第37号専決処分の報告について、糸魚川市立学校の学校薬剤師

の委嘱の一部変更について、事務局の説明を求める。 

（資料に基づいて説明） 

今ほどの説明について、ご質疑はないか。 

（「なし」の声あり。） 

採決に入る。議案第37号について、ご異議はないか。 

（「異議なし」の声あり。） 

異議なしと認め、承認する。 

原案のとおり承認 

 

議案第38号と第39号については、関連があるため、一括議題とする。 

議案第38号糸魚川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定に関する

意見の申出について、議案第39号糸魚川市家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定に関す

る意見の申出について、事務局の説明を求める。 

（資料に基づいて説明） 

今ほどの説明について、ご質疑はないか。 

（「なし」の声あり。） 

採決に入る。議案第38号について、ご異議はないか。 

（「異議なし」の声あり。） 

異議なしと認め、承認する。 

原案のとおり承認 

 

続いて、議案第39号について、ご異議はないか。 

（「異議なし」の声あり。） 

異議なしと認め、承認する。 

原案のとおり承認 

 

次回教育委員会定例会開催日 

 令和２年６月23日（火）14:00より 
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教育長 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

その他  特になし 

 

 これより非公開とする 

 

議案第40号 原案のとおり承認 

 

議案第41号 原案のとおり承認 

 

議案第42号 原案のとおり承認 

  

非公開を解き、これより公開とする。 

以上で第 12 回教育委員会定例会を閉会とする。 

 

15:13 終了 

 


